
　
「
地
区
計
画
等
の
区
域
内

に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に

関
す
る
条
例
」
の
改
正
は
、

全
会
一
致
で
原
案
通
り
可
決

し
た
。

　
こ
の
条
例
は
、
古
宮
第
１

地
区
に
続
き
町
内
２
番
目
と

な
る
大
中
東
地
区
の
地
区
計

画
に
つ
い
て
、
そ
の
地
区
に

ふ
さ
わ
し
い
土
地
利
用
や
建

物
の
建
て
方
の
ル
ー
ル
を
定

め
る
た
め
改
正
す
る
も
の
で
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

　
５
月
１
日
、
都
市
計
画
の

　
２
小
学
校
の
体
育
館
が
老

朽
化
に
よ
り
、
改
修
が
必
要

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
災
害
時
の
避
難
所
と
し

て
の
機
能
強
化
を
盛
り
込
ん

だ
大
規
模
改
造
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
工
事
請
負
契
約
に
つ
い

て
、
さ
ら
な
る
機
能
強
化
の

必
要
性
な
ど
の
白
熱
し
た
審

議
を
行
っ
た
。

　
蓮
池
小
学
校
は
１
億
３
４

４
０
万
円
で
姫
路
市
の
立
建

設
㈱
、
播
磨
南
小
学
校
は
８

０
２
７
万
円
で
た
つ
の
市
の

㈱
進
藤
組
と
契
約
す
る
こ
と

を
全
会
一
致
で
可
決
し
た
。

　質

　疑

問

　避
難
所
と
し
て
の
利
用

を
考
え
る
と
、
冷
暖
房
を
備

え
る
べ
き
で
は
。

答
　
財
政
面
を
考
え
て
今
回

は
設
置
し
な
い
。
冬
は
大
型

フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
、
夏
は
移

動
式
冷
風
機
で
対
応
し
た
い
。

問

　新
た
に
設
置
さ
れ
る
換

気
扇
は
消
音
対
策
が
と
ら
れ

て
い
る
の
か
。

答
　
今
回
の
設
計
は
消
音
対

策
を
と
っ
て
い
な
い
が
、
費

用
な
ど
を
調
べ
て
考
え
た
い
。

問

　ア
ス
ベ
ス
ト
を
含
む
建

材
の
撤
去
は
ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
る
の
か
。

答
　
外
部
に
ア
ス
ベ
ス
ト
が

漏
れ
飛
散
し
な
い
よ
う
、
体

育
館
全
体
を
密
閉
し
て
行
う
。

ま
た
、
期
間
中
は
児
童
が
近

づ
か
な
い
よ
う
指
導
す
る
。

問

　壁
・
天
井
な
ど
に
断
熱

材
を
入
れ
る
の
か
。

答
　
天
井
は
断
熱
効
果
の
あ

る
建
材
を
使
う
。
壁
は
消
音

効
果
の
あ
る
建
材
を
活
用
し
、

ま
た
、
外
装
の
ひ
び
割
れ
な

ど
を
補
修
す
る
。

決
定
を
受
け
た
こ
の
地
区
は
、

平
成
22
年
４
月
に
市
街
化
調

整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
に

編
入
さ
れ
た
区
域
の
一
部
で
、

面
積
は
約
１
・
４
ha
。

　
地
区
計
画
が
実
施
さ
れ
る

と
、
建
物
な
ど
の
用
途
・
高

さ
、
容
積
率
、
建
ぺ
い
率
、

敷
地
面
積
、
壁
面
の
位
置
な

ど
に
制
限
が
加
え
ら
れ
る
が
、

既
存
の
建
物
な
ど
に
は
、
制

限
を
受
け
な
い
緩
和
規
定
が

適
用
さ
れ
る
。

６月定例会5月臨時会

条例

地
区
計
画
区
域
内
の

　
　建
築
物
の
制
限
、
改
正
案
可
決

　
平
成
22
年
12
月
に
大
阪
高

等
裁
判
所
で
、
希
望
降
任
制

度
に
よ
る
２
階
級
の
降
格
人

事
異
動
は
違
法
と
の
判
決
が

確
定
し
た
。

　
こ
の
判
決
を
受
け
て
、
播

磨
町
が
元
職
員
か
ら
２
階
級

降
格
に
伴
う
給
与
な
ど
の
減

額
分
の
損
害
賠
償
を
求
め
ら

れ
て
い
る
。

　
こ
の
裁
判
に
つ
い
て
、
１

階
級
降
格
分
の
２
６
２
万
３

６
８
６
円
を
和
解
解
決
金
と

し
て
支
払
う
な
ど
の
和
解
案

を
、
責
任
の
所
在
の
明
確
化

や
原
告
・
住
民
へ
の
謝
罪
の

必
要
性
な
ど
を
争
点
と
し
た

議
論
の
末
、
賛
成
少
数
で
否

決
し
た
。

　討

　論

■
賛
成

◇
６
年
近
く
の
長
期
に
わ
た

る
問
題
で
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
ら

せ
る
べ
き
で
、
判
決
ま
で
行

っ
て
も
無
駄
な
時
間
と
費
用

を
か
け
る
だ
け
。

◇
町
長
の
非
を
「
認
め
る
」

「
認
め
な
い
」
を
争
点
に
す

る
も
の
で
な
く
、
和
解
金
の

支
払
い
義
務
を
認
め
た
こ
と

は
、
判
決
の
確
定
を
認
め
た

こ
と
で
あ
る
。
双
方
の
言
い

分
の
和
解
案
で
賛
成
す
る
。

■
反
対

◇
大
阪
高
裁
判
決
の
職
権
乱

用
の
違
法
性
が
あ
っ
た
こ
と

を
認
め
ず
和
解
す
る
と
い
う

こ
と
に
は
矛
盾
が
あ
る
。

◇
町
長
が
責
任
の
所
在
を
明

ら
か
に
せ
ず
非
を
認
め
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
過
ち

が
繰
り
返
さ
れ
る
恐
れ
が
あ

る
。
職
員
の
た
め
に
あ
る
希

望
降
任
制
度
を
、
報
復
的
な

人
事
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と

は
認
め
ら
れ
な
い
。

◇
町
長
に
は
、
解
決
金
や
訴

訟
費
用
に
住
民
の
血
税
を
使

わ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
思

い
が
、
決
定
的
に
欠
落
し
て

い
る
。

　
ご
み
焼
却
施
設
を
延
命
化

す
る
た
め
の
「
工
事
請
負
契

約
締
結
」
の
議
案
は
、
全
会

一
致
で
原
案
通
り
可
決
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
開
発
・
設

計
元
の
川
崎
重
工
業
㈱
関
西

支
社
（
大
阪
市
北
区
）
と
７

０
１
４
万
円
で
随
意
契
約
す

る
も
の
。
今
年
も
、
契
約
金

額
の
妥
当
性
に
つ
い
て
大
阪

技
術
振
興
協
会
に
審
査
を
委

託
し
、
そ
こ
か
ら
提
示
を
受

け
た
金
額
で
の
交
渉
に
よ
り
、

契
約
金
額
は
決
定
さ
れ
た
。

　
補
修
工
事
は
、
毎
年
の
点

検
で
補
修
個
所
を
確
認
し
た

実
施
計
画
に
基
づ
き
行
わ
れ

る
。
今
回
は
、
炉
内
耐
火
物

や
焼
却
炉
本
体
鉄
部
、
ご
み

投
入
扉
な
ど
を
補
修
す
る
。

契約

ご
み
焼
却
施
設

　
　補
修
工
事
の
契
約
を
可
決

契約

蓮
池
・
播
磨
南
小
体
育
館
の

　
　大
規
模
改
造
工
事
業
者
を
決
定

　
県
制
度
改
正
に
合
わ
せ
て

所
得
要
件
を
見
直
す
「
福
祉

医
療
費
助
成
条
例
」
の
改
正

は
、
賛
成
多
数
で
原
案
通
り

可
決
し
た
。

　
こ
の
制
度
は
、
県
が
町
を

実
施
主
体
と
し
て
医
療
費
の

自
己
負
担
分
の
一
部
を
助
成

す
る
も
の
。
平
成
24
年
７
月

１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

　
今
回
の
所
得
要
件
の
見
直

し
は
、
障
が
い
者
が
い
る
世

帯
の
町
民
税
所
得
割
額
に
つ

い
て
、
そ
の
額
が
、
最
も
高

い
者
が
一
定
額
以
内
で
あ
れ

ば
対
象
だ
っ
た
の
を
、
世
帯

員
の
合
計
額
が
一
定
額
以
内

と
し
た
。

　討

　論

■
反
対

　
年
金
額
の
削
減
や
医
療
費

の
増
加
、
物
価
の
上
昇
な
ど

不
況
に
よ
る
厳
し
い
経
済
情

勢
の
も
と
で
、
受
給
者
の
方

に
一
層
の
負
担
増
が
伴
う
。

県
は
公
平
性
を
保
つ
た
め
の

改
正
と
い
う
が
理
解
で
き
な

い
。

条例

福
祉
医
療
費
の
助
成

　
　所
得
要
件
の
改
正
を
可
決

■
一
般
会
計

　
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
９

７
０
万
７
千
円
を
追
加
し
、

総
額
96
億
９
４
９
８
万
円
と

す
る
平
成
24
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
を
全
会
一
致
で
原

案
通
り
可
決
し
た
。

　
歳
出
の
主
な
も
の
と
し
て
、

消
防
費
で
は
、
避
難
所
や
津

波
避
難
ビ
ル
の
指
定
に
伴
う

標
識
や
専
用
工
具
格
納
箱
の

設
置
費
用
と
、
移
動
用
ノ
ー

パ
ン
ク
自
転
車
15
台
の
購
入

費
用
で
４
１
８
万
１
千
円
の

増
額
。

　
ま
た
総
務
費
は
、
本
荘
北

自
治
会
が
整
備
す
る
防
災
倉

庫
と
防
災
資
機
材
の
費
用
１

０
０
万
円
、
二
子
北
自
治
会

が
新
調
す
る「
子
ど
も
神
輿
」

１
５
０
万
円
の
増
額
。
同
額

の
２
５
０
万
円
は
、
財
団
法

人
「
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
」

か
ら
、
宝
く
じ
普
及
広
報
事

業
と
し
て
交
付
さ
れ
る
。

　
こ
の
ほ
か
歳
入
で
は
、
財

政
調
整
基
金
（
貯
金
）
の
繰

入
金
６
４
１
万
５
千
円
な
ど

が
主
な
も
の
で
あ
る
。

■
介
護
保
険
特
別
会
計

　
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
２

１
３
万
２
千
円
を
追
加
し
、総

額
18
億
８
２
４
６
万
４
千
円

と
す
る
平
成
24
年
度
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

を
全
会
一
致
で
原
案
通
り
可

決
し
た
。

　
追
加
目
的
は
平
成
24
年
度

制
度
改
正
に
よ
る
介
護
認
定

シ
ス
テ
ム
改
修
費
用
で
、
財

源
は
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

金
で
賄
う
。

補正
予算

平
成
24
年
度
一
般
会
計
、

　
　特
別
会
計
両
補
正
予
算
を
可
決

訴訟

裁
判
上
の
和
解
を
否
決

　職員の降任に対する希望を尊重し、それを承
認することにより職員の意欲向上と組織の活性
化を図ることを目的とし、播磨町が規程で定め
た制度。
　職員から降任希望があったときは、任命権者
は、当該申し出の適否について判定し、適当と
認めるときは承認する。申し出た職員の意思を
十分に尊重することを基本としている。

職員の希望降任制度とは

▲地区計画が実施される大中東地区

▲ごみ焼却施設

５　月
臨時会

　
関
連
す
る
法
令
な
ど
が
４

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
た

め
、
早
急
に
改
正
す
る
必
要

か
ら
専
決
処
分
さ
れ
た
も
の

を
賛
成
多
数
で
承
認
し
た
。

　
主
な
内
容
は
、
公
的
年
金

報
告
書
に
寡
婦
（
寡
夫
）
の

記
載
を
追
加
し
、
年
金
の
寡

婦
（
寡
夫
）
控
除
申
告
手
続

き
を
簡
素
化
。
住
宅
用
地
・

市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資

産
税
据
え
置
き
特
例
を
２
年

間
の
経
過
措
置
を
と
っ
て
、

26
年
度
に
廃
止
す
る
。

　討

　論

■
反
対

◇
固
定
資
産
税
は
、
銀
行
や

オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
は
高
く
、
一

般
商
店
は
低
く
、
庶
民
の
住

宅
用
地
は
さ
ら
に
低
く
す
る

収
益
還
元
方
式
に
す
べ
き
で

あ
る
。

※

寡
婦
（
寡
夫
）

　
夫（
妻
）と
死
別
、
あ
る
い

は
離
婚
後
に
単
身
で
生
活
し

て
い
る
人
や
、
夫（
妻
）の
生

死
が
不
明
の
人
。

り
ゅ
う

か
　
ふ

か
　
ふ

専決
処分

町
税
条
例
の
改
正
を
可
決

み 

こ
し
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H18.  7.31 希望降任制度による降任申し出
H18.  8.  1 ２階級下げる人事異動

H18.  9.29 公平委員会へ降格人事異動は違法とし
ての人事異動処分取り消し請求

H20.  3.31 公平委員会は審査請求を棄却
H20.  9.19 公平委員会に再審請求
H20.11.11 公平委員会は再審請求を却下

H21.  3.31 神戸地方裁判所へ降格人事異動は違法
としての人事異動処分取り消し請求

H22.  3.30 神戸地方裁判所は取り消し請求を棄却

H22.  4.  9 大阪高等裁判所へ降格人事異動は違法
としての人事異動処分取り消し請求

H22.  7.  7 原告の退職に伴い、500万円と年５
分の利息の損害賠償請求の訴えに変更

H22.12.14
大阪高等裁判所で降格人事異動は違法
として慰謝料100万円と年５分の利
息の支払い判決

H22.12.21 議会は上告議案を否決、高裁判決が確
定

H23.10.  4
神戸地方裁判所姫路支部に降格人事異
動は違法として給与などの減額分
5,266,308円と年５分の利息の損害
賠償請求

裁判上の和解にかかわる訴訟などの経過


